
免許更新時のあなたの会員加入が交通安全活動を支えています。 

交通安全協会会員への加入にご協力をお願いします！ 

 

交通安全協会焼津地区支部だより 

NO.４９ 

令 和 ５ 年 ６ 月 1 5 日 

広 報 資 料 

交 通 安 全 協 会 焼 津 地 区 支 部 

１ 焼津市内における交通事故発生状況（令和５年 5月 31 日暫定値） 

区  分 
全    事    故 高齢者事故（65歳以上） 

件 数 死 者 傷 者 件 数 死 者 傷 者 

当  年 310 1 374 120 0 76 

前  年 274 0 340 104 0 57 

増

減 

数 36 1 34  18 0 21 

率 13.1％ 100.0% 10.0％ 17.3％  36.8％ 
 

○ 焼津市の交通事故の特徴等 

追突（97件/310件）と出会い頭 93件/310件）で事故全体の 61.2％（約 6割） 

高齢者の事故件数は 120件（昨年同期比+18件） 

高齢者事故傷者は 78人（昨年同期比+21 件）と大幅に増加 

事故全体では 310件（昨年同期比+36 件） 

２ 交通安全教育活動実施状況（５月中） 

対象者 幼 児 小 学 生 中 学 生 高 校 生 一 般 内外国人 高齢者 計 

回 数 12 2 2 1 3 2 1 21 

人 数 481 168 232 235 190 15 15 1,321 

  ○ 街頭指導 ４９回 

３ 令和５年５月中の活動紹介 
     港中学校 1 年生自転車交通安全教室          優良運転者等表彰式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通教室をご依頼される方へのお願い！ 

   交通教室の日時は、電話で交通安全指導員と調整を行ってから決定してください。 

   日時を決定してからのご依頼は、お引受けできない場合があります。 



免許更新時のあなたの会員加入が交通安全活動を支えています。 

交通安全協会会員への加入にご協力をお願いします！ 

 

４ 令和５年夏の交通安全県民運動実施要綱 

《 実 施 期 間 》 令和５年７月 11 日（火）から７月 20 日（木）までの 10 日間 

 《 目    的 》 県民一人一人が、安全を第一に考え、交通ルールの遵守と交通 

          マナーの実践に努めることにより、交通事故防止を図る 

 《 スローガン 》 安全を つなげて広げて 事故ゼロへ  

《 運動の重点 》 １ 子どもと高齢者の交通事故防止  

２ 二輪車と電動キックボードの安全利用の促進 

３ 飲酒運転等危険運転の根絶 

 ４ 各市町交通安全対策協議会等が決定する事項 

  焼津市：追突・出会い頭事故の防止（案） 

《 統 一 主 要 行 事 》 

行 事 名 実 施 日 内      容 

運動初日広報 

街頭指導の日 

７月 11 日 

（火） 

本運動の開始を広報するとともに、街頭における交通指

導等を行 い、期間中に行われる各種活動への取組意識を

高める。 

飲 酒 運 等 

危 険 運 転 

根 絶 日 

７月 14 日 

（金） 

｢飲酒運転をしない・させない｣環境づくりを推進すると

ともに、 妨害運転（いわゆる｢あおり運転｣）を未然に防

ぐ｢思いやり・ゆずり あい｣の気持ちを持った運転の必要

性に関する広報啓発を推進する。 

高齢者の交通

事 故 防 止 

強 化 の 日 

７月 19 日 

（水） 

参加・体験・実践型の交通教室や広報啓発活動などを通

じて、正 しい交通ルールやマナーの理解向上と安全行動

の促進を図る。 

  
 

 

  ひとり一人が交通法令とマナーを守り、交通事故を減らしましょう！ 
 
 

 

 

 

当協会だよりは、静岡県交通安全協会ホームページでご覧いただけます！ 


